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　本市では、新型コロナウイルス感染症のワクチンを市民の皆さまにで
きるだけ早く接種していただけるよう、準備を進めています。接種の詳
細が決定しましたら、�市の公式サイトや広報くしまなどで随時情報を提
供するとともに、個別通知でご案内する予定です。

詐欺被害にはご注意ください
　市職員の名前をかたり、新型コロナウイルスのワクチン接種ができるなどと言い、
現金を要求する不審な電話にご注意<ださい。
　新型コロナウイルスワクチンは無料で受けられます。

�接種の対象や受ける際の接種順位�
　全国民分のワクチンの数量の確保を目指しています。
ワクチンは、徐々に供給が行われることになりますので、
一定の接種順位を決めて接種を行っていきます。
　現時点では、対象は16歳（令和３年度に16歳になる方）
以上で、次のような順でワクチン接種を受けていただく
見込みです。
⑴�医療従事者など
⑵�高齢者（令和３年度中に65歳に達する、昭和32年４

月１日以前に生まれた方）
⑶�高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設な
どで従事されている方、60歳から64歳の方

⑷�それ以外の方
　なお、15歳以下の接種は、安全性や有効性の情報な
どを見ながら検討されます。

�接種券について�
　新型コロナウイルスのワクチン接種を受けるには市か
ら送られてくる『接種券』が必要です。接種券は４月中
旬から順次発送を予定していますが、ワクチンの供給状
況などによって発送時期が変更になる可能性もあります。

�接種回数２回�
　１回目を接種後、３週間後に２回目を接種します。
※�現在承認を受けているファイザー製ワクチンについての情報です。

�接種を受ける際の費用�
　全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。

�接種を受ける際の同意�
　新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、強制で
はありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接
種が行われます。予防接種を受ける方には、予防接種によ
る感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解
した上で、自らの意志で接種を受けていただきます。

�接種場所�
　原則として、住民票所在地の市町村（住所地）で接種
を受けていただきます。
　なお、次のような事情のある方は、住所地以外でワク
チン接種を受けていただくことができます。
・�入院、入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
・�基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
・�お住まいが住所地と異なる方については具体的な手続

きは、今後ご案内します。

�接種時期�
　ワクチンの供給スケジュールに合わせ、接種順位に
従って始められるよう準備を進めています。４月中旬か
ら高齢者の方へ順次接種を進めていきます。

�ワクチン情報について�
　新型コロナウイルスワクチンの情報については、首相
官邸または、厚生労働省のホームページをご覧ください。

新型コロナワクチン接種に向けた
準備を進めています

串間市新型コロナウイルスワクチン接種対策室
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　本城地区青少年育成協議会は、新型コロナウイルス感
染症の影響で修学旅行が中止になった本城小学校６年生
８人を元気づけたいと、サプライズでバーチャル修学旅
行を行いました。企画したのは同協議会の鎌田芳徳会長、
妻の恵子さん、河野宰副会長の３人で、予定していた鹿
児島県内を巡る行程を撮影した映像を同小学校体育館で
上映。併せてバスガイドの経歴を持つ恵子さんの鹿児島
の観光地や方言、民謡などの紹介も交えながら行われ、
児童は旅行気分を楽しんでいました。河野湊

そう
宗
し

くんは「修
学旅行に行けなかったのは残念だったが、今回旅行気分
を味わえてうれしかった」と笑顔で話していました。

本城小６年生がバーチャル修学旅行で鹿児島観光

知覧特攻平和会館の様子。そのほか平川動物園や
ふるさと維新館などの観光地を巡りました

◀�観光地などを紹介した�
鎌田恵子さん（右）

　超早場米の産地である県南地区で早期水稲の田植えが始まりま
した。本市南方にある森通弘さんの水田では親戚ら４人で作業。
約１５センチに育った「あきたこまち」の苗を、田植え機を使って
植え付けていきました。森さんは「今年は温暖な気候に恵まれしっ
かりした苗ができており、豊作を期待したい」と話していました。
JAはまゆうによると、７月中旬に収穫の時期を迎え、本市では
約1050トンの収穫量を見込んでいるとのことです。 

超早場米の田植え始まる10
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苗を田植え機に載せ、
田んぼを往復しながら植え付けていました

　市内で放課後等デイサービスなどを運営する一般社団法
人「虹」が、西方にある児童発達支援事業所「ひだまり」で
防災研修を行いました。ひだまりの職員１５人が参加し、講
師の市危機管理課職員から災害時の避難の方法などを学び
ました。研修ではハザードマップを見ながら大雨発生時に
想定される災害やその際の避難経路などを確認。そのほか
避難先の職員の役割分担や移動方法といった避難計画の必
要性などについて確認しました。職員の徳永あゆみさんは

「今回学んだことを生かして、今後も定期的に避難訓練を
実施していきたい」と話していました。 

児童発達支援事業所職員が防災について理解を深める24
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市危機管理課職員から防災について学ぶ
ひだまり職員
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